
以下の保険料減免は、本組合の組合員資格がある期間のみ対象。

簡易的にまとめたものですので詳細は支部事務所へお問い合わせ下さい。

※・組合員が属する世帯の実質的な主たる生計維持者。

・主たる生計維持者が組合員である必要はなし。

・住民票上の世帯主でなくても可。

※・１か月以上の治療を有すると認められるなど

病状が著しく重い場合。

※・医業収入（以下同じ）減少に該当する組合員は

開設又は管理者の１種組合員及び後期高齢者組合員。

全国歯科医師国民健康保険組合

令和2年2月～

令和3年3月分の内１

か月間免除

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

「国の財政支援分」

組合員の収入（医業収入・給与収入）が前年と比べて

３０％以上減少した

「組合保険料減免規程」

３０％未満の減少で、連続で３２日以上終日休診又は

休職した（通常の休診含む）

「組合保険料減免規程」

３０％未満の減少で、連続で１０日～３１日間以内

終日休診又は休職した（通常の休診含む）

いいえ

国民健康保険料減免要件の簡易フロー図（新型コロナウイルス感染症関係）

「国の財政支援分」

組合員の収入（医業収入（※）・給与収入）が前年と

比べて５０％以上減少した

「国の財政支援分」

組合員の収入（医業収入・給与収入）が前年と比べて

４０％以上減少した

「国の財政支援分」

主たる生計維持者（※）が死亡した

「国の財政支援分」

主たる生計維持者が重篤な傷病（※）を負った

新型コロナウイルス感染症の影響によ

る保険料免除対象外

令和2年4月～

令和3年3月分免除

令和2年4月～

令和3年3月分免除

令和2年4月～

令和3年3月分免除

令和2年4月～

令和3年3月分の内９

か月間免除

令和2年4月～

令和3年3月分の内６

か月間免除

令和2年2月～

令和3年3月分の内２

か月間免除

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ


